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平成 26 年度決算に基づく資金不足比率に係る審査意見について 

 

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成 19 年法律第 94 号）第 22 条第 1 項に

基づき，平成 27 年 8 月 5 日付け 27 善市第 1898 号で審査に付された表題の件について，

別紙のとおり意見を提出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平成 26 年度善通寺市資金不足比率審査意見書 

 

第１ 審査の対象 

   平成 26 年度の資金不足比率及び算定の基礎となる事項を記載した書類 

 

第２ 審査の期間 

   平成 27 年 8 月 6 日から 8 月 13 日まで 

 

第３ 審査の方法 

この審査は，市長から提出された善通寺市特別会計下水道，善通寺市特別会計農業

集落排水，善通寺市特別会計太陽光発電及び善通寺市水道事業会計の資金不足比率及

びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正に作成されているかどうかを主眼

として実施した。 

 

第４ 審査の結果 

 （１）審査意見 

  審査に付された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は，いず

れも適正に作成されているものと認められた。 

  審査に付された資金不足比率は以下のとおりである。 

 

（単位：％） 

会  計  名 
平成 26 年度 

資金不足比率 
経営健全化基準 

善 通 寺 市 特 別 会 計 下 水 道 － 20.0 

善通寺市特別会計農業集落排水 － 20.0 

善通寺市特別会計太陽光発電 － 20.0 

善 通 寺 市 水 道 事 業 会 計 － 20.0 

※資金不足額がない場合は，資金不足比率を「－」と表示している。 
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（２）個別意見 

善通寺市特別会計下水道，善通寺市特別会計農業集落排水，善通寺市特別会計太陽光

発電及び善通寺市水道会計の全ての事業について資金不足が発生していないので，特に         

指摘すべき事項はない。 

 

第５ 資金不足比率の状況 

  公営企業の資金不足を，公営企業の事業規模と比較し，経営状況の深刻度を示すも

のである。 

             資金の不足額 

 資金不足比率＝ ×100% 

              事業の規模 

   資金不足比率は，0（ゼロ）および△（負の値）表示は資金不足が生じていない財政

状況を示す。 

 

①  善通寺市特別会計下水道の資金不足比率について 

        △10,667  千円 

  ×100 ＝△3.2% 

         329,459   千円 

    善通寺市特別会計下水道の資金不足比率は，営業収益に対する赤字の実質収支の

割合で表される。実質収支は 1,066 万 7 千円の黒字となっており，資金不足は生じ

ていない。 

 

②  善通寺市特別会計農業集落排水の資金不足比率について 

       △1,396    千円 

  ×100 ＝△21.7% 

        6,414    千円 

    善通寺市特別会計農業集落排水の資金不足比率は，営業収益に対する赤字の実質

収支の割合で表される。実質収支は 139 万 6 千円の黒字となっており，資金不足は

生じていない。 

 

③   善通寺市特別会計太陽光発電の資金不足比率について 

    △122     千円 

  ×100 ＝△0.3% 

        39,412    千円 
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 善通寺市特別会計太陽光発電の資金不足率は，営業収益に対する赤字の実質収

支の割合で表される。実質収支は 12 万 2 千円の黒字となっており，資金不足は

生じていない。 

 

④  善通寺市水道事業会計の資金不足比率について 

  △1,014,003   千円 

  ×100 ＝△166.7% 

          608,159   千円 

    善通寺市水道事業会計の資金不足比率は，流動負債から流動資産を差し引いたも

のの事業の規模に対する割合で表される。流動比率は 380.5％で，流動資産が流動

負債を上回っており，資金不足は生じていない。     
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